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実施計画の概要 

１ 趣旨 

 実施計画は、第６次高槻市総合計画の基本計画で示された方向性に沿って具体的な取組の推進を図るため、策定するものであり、「市民ニーズ

への対応」と「健全財政の維持」を総合的かつ計画的に推進します。 

 

２ 主要事業 

 実施計画では、第６次高槻市総合計画の基本構想に掲げる将来の都市像の実現に向け、取り組むべき主要な事業（主要事業）を分野ごとに掲載

します。本計画では、全分野の主要事業として、７７事業を掲載しています。 

 

３ 計画期間 

実施計画の計画期間は３年間とし、主要事業の進捗や社会環境の変化を踏まえるため、毎年度、策定します。 

 （本計画の計画期間は、令和８年度から１０年度まで） 

 

４ 進行管理 

各主要事業について、実績の振り返り（評価）を行った上で、計画を行うこととし、効果的・効率的な進行管理を行います。 

 

５ 実施計画の見方 

(１) 新規に実施する主要事業は「主要事業名」の前に【新】と記載することとしています。 

(２) 「概要」は、３か年の内容を含む、主要事業の概要を記載しています。 

(３) 「令和７年度実績（見込み）・評価」は、令和７年度の見込みも踏まえた実績とその評価を記載しています。 

(４) 「方向」は、「令和７年度実績（見込み）・評価」の内容を踏まえ、継続（引き続き、主要事業として取り組むもの）、拡充（拡充するもの）、

縮小（縮小するもの）、完了（完了するもの）、通常（主要事業から通常の事業となり、以後掲載しないもの）、廃止（廃止するもの）、休止

（休止するもの）のいずれかを記載しています。 

(５) 「令和８年度当初予算」は、令和８年３月市議会の提案額を記載しています。また、繰越額は現時点の見込み額を別途記載しています。 

(６) 「３か年の計画」の令和９年度及び１０年度の欄は予定を記載しており、前年度から継続する場合は「継続」、未定の場合は「未定」、事業を

実施しない場合は「―」を記載しています。 
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主要事業 

１ 都市機能が充実し、快適に暮らせるまち 

番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

1 富田地区のま

ちづくり 

・「富田地区交通まちづくり基本構想」を推進

するため、地域が主体となる歴史的なまちな

みの形成や維持に向けた取組に対して、富田

まちなみ環境整備事業による支援を行う。 

・鉄道の高架化に向け、関係機関と検討を行い

ながら、大阪府に対し、事業化の要望を行

う。 

・築年数が経過し老朽化が顕著となっている富

田支所・富田コミュニティセンター・富田公

民館の建て替えを行う。 

・富田地区の歴史を身近に感じながら、伝統芸

能の歴史的・文化的価値を将来にわたって守

り、継承・発展させていくとともに、市民が

歴史と文化・芸能活動に触れ親しむ機会を提

供するため、歴史文化施設の整備に取り組

む。 

・富田地区まちづくり基本構想に基づき、多世 

 代交流機能などを持つ新公共施設の整備に取 

り組む。 

・富田まちなみ環境整備事業の周知啓発

を行った。 

・ＪＲ京都線の鉄道高架化については、

事業費縮減手法の検討を行うととも

に、大阪府に対して事業化検討の要望

を行った。 

・富田地区においては、豊富な歴史・文

化などを最大限に活かし、本市西部の

都市拠点としてふさわしい、にぎわい

あふれるまちづくりを進めることが重

要であることから、地域全体を俯瞰し

た公共施設の再編・最適化、市有地の

利活用による住環境の向上やエリア価

値の向上などを検討することにより、

富田地区の更なる活性化に向けた取組

を推進するため、令和 7年 4 月に「富

田地区まちづくり庁内検討会」を設置

し、取組方針等の検討を行った。 

⇒富田まちなみ環境整備事業について

は、更なる制度活用が求められること

から、今後、支援の対象エリアの拡大

を検討する。 

 

拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142,542 

 

継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市創造部都市

づくり推進課 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

2 新名神高速道

路等の沿道ま

ちづくりの推

進 

新名神高速道路の関連道路沿道地域において、

地区特性に応じた計画的な土地利用への規制・

誘導を図るため、地域が主体となったまちづく

りの取組に対する支援を行う。 

・十三高槻線沿道については、協議会と

本市が地域課題等に係る意見交換を行

った。 

⇒大阪府の道路整備の動向を注視すると

ともに、道路整備の理解が得られるよ

う大阪府と連携して継続的に取り組む

必要がある。 

継続 171 継続 継続 都市創造部都市

づくり推進課 

3 新駅設置と新

たな市街地形

成の検討 

檜尾川以東の鉄道沿線において、新名神高速道

路の供用や十三高槻線等の整備など周辺環境の

変化を踏まえ、新駅設置の可能性と新たな市街

地形成について検討を行う。 

・新駅設置の可能性と新たな市街地形成

について、鉄道事業者や地域住民と意

見交換を行った。 

⇒鉄道事業者と適切な役割分担の下、検

討が行われ、今後についても継続した

意見交換の必要性を確認できた。 

継続 88 継続 継続 都市創造部都市

づくり推進課 

4 景観形成資源

の保全・創出 

城下町エリアにおいて、良好な景観形成を図る

ため、城下町のまちづくりに資する建築物等の

修景や団体活動への支援を行うことにより、城

下町エリアに現存する町家等の景観形成資源の

保全・創出を推進する。 

・城下町らしさが感じられる建築物等に

ついて所有者へのヒアリングを行い、

登録の了承が得られた対象について市

ホームページで公表した。 

・城下町のまちづくりに資するものに対

する支援を行うため、城下町エリアま

ちなみ環境整備事業を創設した。 

⇒城下町エリアに現存する町家等の景観

形成資源の保全・創出に向け、市民意

識の醸成を図る必要がある。 

拡充 4,796 

 

継続 継続 都市創造部都市

づくり推進課 

5 公共施設のブ

ロック塀等の

撤去 

大阪府北部地震により発生した学校施設におけ

るブロック塀の倒壊事故の教訓を踏まえ、公共

施設における全てのブロック塀等について、計

画的に撤去を進める。 

・3段以下のブロック塀を計画に基づい

て撤去した。 

⇒一部、隣地所有者との協議に時間を要

しているものがあるが、概ね予定どお

り撤去は進捗している。 

継続 35,691 継続 継続 総合戦略部アセ

ットマネジメン

ト推進室ほか 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

6 民間ブロック

塀等の撤去促

進 

安全安心のまちづくりを推進するため、ブロッ

ク塀等撤去工事補助制度の周知及びブロック塀

等所有者への意識啓発を行い、道路や公園に面

する民間所有のブロック塀等の撤去促進を図

る。 

・広報誌やホームページ等によりブロッ

ク塀等撤去工事補助制度について周知

するとともに、小学校の幹線通学路沿

道のブロック塀所有者への戸別訪問を

行った。 

・民間ブロック塀等の撤去について、78

件の撤去補助を行った。(令和 8年 1月

末日現在) 

⇒危険なブロック塀等に対する関心を風

化させないよう、更なる意識啓発を図

る必要がある。 

継続 26,000 継続 継続 都市創造部審査

指導課 

7   空家対策の推

進 

空家等対策計画に基づき、適切に管理されてい

ない空家の改善を図り、市民の安全・安心の確

保に努めるとともに、健全な空家については流

通や利活用を促進するなど、本市の実情に即し

た効果的な空家対策を推進する。 

・地域住民から改善要望があった市内の

空家の所有者等に対して改善に向けた

通知や情報提供を行った。 

・特定空家等又は管理不全空家等の所有

者等に対して、改善に向けた助言・指

導等を行った。 

・「空家の管理・活用セミナー」及び

「マイホーム借上げ制度説明会」を開

催した。 

・空家相談員の新規募集等を行った。 

⇒上記実績を踏まえ、引き続き総合的な

空家対策を効果的・計画的に推進する

必要がある。 

継続 2,284 継続 継続 都市創造部住宅

課 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

8 市営住宅の建

て替え 

住宅確保が困難な世帯に対する住宅セーフティ

ネットとしての機能の充実を図るため、老朽化

する市営富寿栄住宅の建て替えを行う。 

・ＰＦＩ事業者が行う 2期住宅棟の建設

及び既存入居者の移転支援により、新

住宅棟への円滑な移転を推進した。ま

た、残りの既存住宅棟の解体に着手し

た。事業実施については、入居者や近

隣住民への配慮を行うとともに、ＰＦ

Ｉ事業者が行う業務を適切にモニタリ

ングすることで効率的かつ効果的な建

て替え事業を推進した。 

⇒上記実績を踏まえ、引き続き効率的か

つ効果的な建て替え事業を推進し、令

和 8年度に事業を完了させる。 

継続 1,381,789 ― ― 都市創造部住宅

課 

9 公共喫煙所の

リニューアル 

駅前等の公共喫煙所を密閉型にリニューアルす

ることで、快適な公共空間を創出する。 

令和 8年度 

ＪＲ摂津富田駅（新設） 

下記 4か所に密閉型公共喫煙所のリニュ

ーアルを実施した。 

①ＪＲ高槻駅北側②ＪＲ高槻駅南側③

阪急高槻市駅北側（北側・南側の 2 か

所を北側 1か所に統合）④市役所北側 

⇒引き続き、ＪＲ摂津富田駅北側に新設

の整備に取り組む。 

継続 30,225 ― 

 

― 

 

都市創造部管理

課 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

10 幹線道路ネッ

トワークの形

成 

道路の渋滞を解消し、交通ネットワークの利便

性を高めるため、市内の道路ネットワークの骨

格を形成する国道を始め、内環状幹線道路及び

外環状幹線道路、都市間道路などについて、整

備促進を要望するとともに、国・大阪府と連携

して取り組む。 

対象：国道 171 号交差点改良、（都）十三高槻

線、高槻東道路（延伸部）、（都）牧野高槻線

（渡河部）、（都）富田奈佐原線、（都）芥川

上の口線、（府）大阪高槻線 

【国】 

・南芥川町交差点の用地買収を実施し

た。 

【大阪府】 

・富田奈佐原線の大畑町交差点以北約

780ｍ区間について、事業実施に向けて

大阪府が事業認可取得の手続きを実施

した。 

【高槻市】 

・南芥川町交差点の用地交渉業務を国か

ら受託し、用地買収を実施した。 

・富田奈佐原線の用地取得業務を大阪府

から受託し、用地測量を実施した。 

⇒上記実績を踏まえ、引き続き国・大阪

府と連携し整備促進に取り組む必要が

ある。 

継続 89,591 継続 継続 都市創造部道路

課 

11 道路整備の推

進 

本市の交通環境の向上を図るとともに、市内の

道路ネットワークを構築するため、市道の整備

を推進する。 

対象：（市）中小路津之江線 

・大阪府と高西南交差点改良に向けた協

議を実施した。 

⇒上記実績を踏まえ、引き続き計画的に

事業に取り組む必要がある。 

継続 0 継続 継続 都市創造部道路

課 

12 中心市街地の

無電柱化の推

進 

良好な景観形成を確保し、通行空間の安全性、

快適性及び道路の防災機能の向上を図るため、

無電柱化を推進する。 

対象：（市）大手八幡線、（市）野見八幡線、

（都）高槻駅前線 

・高槻駅前線の電線共同溝工事や支障物

移設を実施した。 

・大手八幡線の電線共同溝工事や支障物

移設を実施した。 

⇒上記実績を踏まえ、引き続き計画的に

事業に取り組む必要がある。 

継続 597,500 継続 継続 都市創造部道路

課 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

13 新名神高速道

路の整備促進

及び関連道路

の整備 

広域的な都市機能の一層の充実や産業の振興な

ど、まちの活性化につなげるため、新名神高速

道路の整備を促進する。また、新名神高速道路

の整備に併せて地域振興等を図るため、関連道

路の整備を進める。 

対象：新名神高速道路、（市）萩之庄梶原線 

・ＮＥＸＣＯ西日本・大阪府と連携して

新名神高速道路の整備を促進した。 

・萩之庄梶原線の用地買収を実施した。 

⇒ＮＥＸＣＯ西日本による工程精査等、

今後の事業進捗について注視するとと

もに、引き続き、ＮＥＸＣＯ西日本・

大阪府と連携した取組が必要である。 

継続 97,269 継続 継続 都市創造部道路

課 

14 ＪＲ高槻駅周

辺の整備 

関西将棋会館のオープンに合わせ、ＪＲ高槻駅

西口地下通路の美装化や休憩施設の整備を行う

とともに、北駅前広場を含めた中央口から西口

までについても、「将棋のまち高槻」にふさわ

しい空間整備を進める。 

・ＪＲ高槻駅中央口から西口付近までの

上屋整備に着手した。 

・ＪＲ高槻駅中央口下りエスカレーター

の調査・詳細設計を実施した。 

・ＪＲ高槻駅西口ロータリーの改修に着

手した。 

・歩道拡幅のための物件調査を実施した。 

⇒上記実績を踏まえ、引き続き関係部局

と連携し、計画的に事業に取り組む必

要がある。 

継続 843,845 継続 ― 都市創造部道路

課 

15 ＪＲ高槻駅南

地区の再整備 

ＪＲ高槻駅南地区では、中核市高槻の玄関口に

ふさわしい風格と魅力を備えたものとなるよ

う、市街地再開発準備組合による再整備に向け

た取組を支援する。 

・にぎわいの創出や公共施設の在り方等

に関して庁内調整を図るため、庁内連

絡調整会議において、都市機能及び都

市基盤の在り方について整理・検討を

行った。 

⇒上記の検討内容を踏まえ、引き続き準

備組合による再整備に向けた取組を支

援する必要がある。 

継続 23,152 継続 継続 都市創造部都市

づくり推進課 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

16 駅周辺公衆ト

イレのリニュ

ーアル 

老朽化した駅周辺の公衆トイレにおいて、バリ

アフリー化と美装化を実施する。 

対象：阪急高槻市駅、ＪＲ高槻駅西口、ＪＲ摂

津富田駅北口 

・阪急高槻市駅前公衆トイレのバリアフ

リー化及び美装化工事を実施した。 

・ＪＲ高槻駅西口及びＪＲ摂津富田駅前

公衆トイレのバリアフリー化及び美装

化に係る設計を実施した。 

⇒上記実績を踏まえ、引き続き関係部局

と連携し、計画的に事業に取り組む必

要がある。 

継続 256,905 ― ― 都市創造部道路

課 

 

17 水道施設・管

路の耐震化・

老朽化等対策 

大規模災害時においても安定した給水を確保す

るため、水道施設の計画的な更新と合わせて、

基幹管路・重要給水施設管路の耐震化に重点を

置き、施設の強靱化を着実に実施する。 

重要給水施設管路については、これまでの拠点

病院及び救護所等に至る管路に加え、避難所で

ある小中学校や福祉施設等に接続する管路につ

いても、「上下水道耐震化計画」に基づき上下

水道一体で耐震化に注力する。 

また、更新基準年数を超過した管路、昭和 52 年

までに布設された初期ダクタイル鋳鉄管路及び

緊急輸送道路下に埋設された非耐震管路など、

老朽化した管路の更新を行う。 

 

・基幹管路、重要給水施設管路の耐震

化、更新基準年数を超過した老朽管の

更新などを行った。（総延長：約 8.7

㎞） 

・老朽化した大冠浄水場配水ポンプ設備

の更新など、施設の改修を行った。

（令和 6・7 年度継続事業） 

・樫田浄水場に除濁設備を設置するとと

もに、取水施設の整備を行い、大雨時

にも安定した浄水処理の確保を図っ

た。（令和 6・7年度継続事業） 

⇒上記実績を踏まえ、引き続き計画的に

水道施設・管路の耐震化・老朽化等対

策事業に取り組む必要がある。 

継続 1,103,627 

※他に前年度か

らの繰越あり 

(1,775,921) 

 

継続 継続 水道部管路整備

課、浄水管理セ

ンター、総務企

画課 

18 上下水道ＤＸ

基盤の整備 

新たな上下水道料金システムの令和 9年度末の

本稼働を目指し、国が推進する標準化システム

の構築を着実に進めるとともに、業務の効率化

に繋がるよう業務プロセスの見直しを行う。 

また、ペーパレス化の推進や時代に即したお客

さまサービスの向上（お客さまポータルサイ

ト、給排水工事の電子申請等）及び将来の安定

経営に資するＤＸ基盤の整備に取り組む。 

・新たな上下水道料金システムの整備に

当たり、公募型プロポーザル方式によ

る事業者選定を行った。 

⇒令和 9 年度の新システム稼働に向け、

計画的にシステム構築に取り組む必要

がある。 

継続 ― 

※令和 7 年度か

ら令和 9 年度ま

で債務負担行為

を設定 

(500,000) 

継続 ― 水道部給水収納

課、都市創造部

下水河川企画課 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

19 下水道施設の

老朽化対策・

地震対策 

老朽化や地震による排水機能の停止や道路陥没

等の事故を未然に防ぐことを目的に「下水道ス

トックマネジメント計画」に基づく予防保全型

の維持管理及び「下水道総合地震対策計画」、

「上下水道耐震化計画」に基づく耐震化事業を

推進する。 

・予防保全型の維持管理として、管路施

設の巡視点検及びカメラ調査を行っ

た。 

・老朽化した管きょ、マンホールポンプ

を改築するための実施設計を行った。 

・老朽化した管きょ、マンホール蓋、取

付管及びマンホールポンプ等の改築工

事を行った。 

・高槻中一号幹線及び高槻東一号幹線の

耐震化工事を行った。 

⇒「下水道ストックマネジメント計画」

並びに「下水道総合地震対策計画」及

び「上下水道耐震化計画」に基づき、

整備を継続する必要がある。 

継続 993,000 

※他に前年度か

らの繰越あり

（449,000） 

継続 ― 都市創造部下水

河川企画課、下

水河川事業課 
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２ 安全で安心して暮らせるまち 

番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績(見込み)・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

1 地域防災力の

向上 

・防災講演会の開催などの各種啓発活動に加

え、実災害を想定した防災訓練などの実施に

より、市民の自助・共助力を高めることで地

域防災力の向上につなげる。 

・地域防災力の更なる向上を図るため、市民防

災協議会の活動及び運営を支援する。また、

各地区の防災活動のサポートや防災活動を担

う人材の育成を本市と同協議会が協働で推進

することで、各種組織・団体間の連携を強化

し、より一層災害に強いまちづくり・人づく

りに取り組む。 

・各地区における防災活動の活性化に向け、防

災リーダーを育成する防災指導員講習を実施

するなど、市民防災組織（地区防災会・自主

防災会）の各種防災活動を支援する。 

 

・防災講演会などの開催に加え、市南西

地域で、地域住民主体の避難所運営な

どに取り組む「市民避難訓練」を実施

するなど、市民の防災意識向上や災害

対応力の強化に努めた。 

・市民防災協議会主催による堤・桜台地

区等での防災ワークショップの開催や

各地区における防災訓練の支援等を通

じて、市民防災組織活動のより一層の

活性化を図った。また、各地区におけ

る防災活動のサポートやその活動を担

う人材育成を本市と同協議会が協働で

推進することで、各種組織・団体間の

連携を強化し、より一層災害に強いま

ちづくり・人づくりに取り組んだ。 

⇒引き続き、「自助」「共助」「公助」

のバランスが取れた防災対策を推進

し、今後起こり得る災害への備えを強

化していく必要がある。 

継続 18,295 継続 継続 危機管理室 

2 防災体制の整

備 

・大規模自然災害が発生しても「致命的な被害

を負わない強さ」や「速やかに回復するしな

やかさ」をもった強靱な地域をつくりあげる

施策を推進していくため、国土強靱化地域計

画（第 2 期）に基づく新たな防災施策等を推

進し、更なる強靱なまちづくりを進める。 

・各種防災訓練の実施や高槻市職員の防災に関

する人材育成方針に基づく体系的な職員研修

等により、市職員の災害対応力向上に努め

る。 

・令和 8年度から新たに運用開始する危機

管理センターにおいて、大規模災害を想

定した災害図上訓練を実施し、災害対策

の中枢拠点としての機能や役割を確認

した。 

・高槻市職員の防災に関する人材育成方

針に基づき、採用 2年目及び 3年目の

職員を対象に、防災意識向上研修を実

施した。 

継続 118,708 

※他に前年度か

らの繰越あり

（17,117） 

継続 継続 危機管理室 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績(見込み)・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

・自然災害から市民の生命・財産を守るため、

本市の災害対応力強化に向け、地域防災計画

を始めとする各種防災に関する計画やマニュ

アル等を適宜見直す。 

・防災行政無線等の設備や各種情報発信ツー

ル、災害情報共有システムの適正な運用管理

などを行い、迅速に防災情報を伝達できる環

境を保持する。 

 

 

・国や府のガイドラインを踏まえ、南海

トラフ地震臨時情報発生時における本

市の対応マニュアルを作成した。 

・迅速に防災情報を伝達できる環境を保

持するため、防災行政無線等の設備や

各種情報発信ツール、災害情報共有シ

ステムの適正な運用管理を行った。 

⇒防災体制の充実・強化を図るため、各

種災害対応マニュアル等を適宜修正す

る必要がある。また、災害時の多様な

情報伝達手段については一定整ってお

り、引き続き、市民に自ら積極的に情

報を取得していただくよう周知する必

要がある。 

3 危機管理セン

ターの運用 

災害時には、被害情報や対応状況を一元的に把

握し、迅速な災害対策の決定や指揮命令を行う

災害対策の中枢拠点として、平常時には、ＶＲ

映像を活用した災害疑似体験など、効果的な防

災啓発・研修の拠点として活用する危機管理セ

ンターを基盤に総合防災力の強化を図る。 

・危機管理センターの整備が完了した。

また、市民の防災意識の向上を図るた

め、平常時の活用方法を検討した。 

⇒今後起こり得る大規模災害に備えるた

め、危機管理センターを基盤に総合防

災力の強化を図る必要がある。 

継続 11,238 継続 継続 危機管理室 

4 マンホールト

イレの整備 

大規模災害時における避難所生活者の心身の健

康に配慮するため、「災害用トイレ対策基本方

針」に基づき、指定避難所である小中学校等に

設置するマンホールトイレの整備に取り組む。 

・赤大路小学校等 6か所の実施設計を行

った。 

・土室小学校等 6か所のマンホールトイ

レ工事を行い、便器等の上部構造物及

び付属物を整備した。 

⇒「災害用トイレ対策基本方針」に基づ

き、整備を継続する必要がある。 

継続 598 

※他に前年度か

らの繰越あり

（159,704） 

継続 ― 都市創造部下水

河川企画課、下

水河川事業課、

危機管理室 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績(見込み)・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

5 貯水機能付給

水管の整備 

南海トラフ地震など今後発生が見込まれる大規

模地震に備え、「貯水機能付給水管整備計画」

に基づき、管路の耐震化に時間を要する小中学

校に、断水時においても一定量の水を確保でき

る貯水機能付給水管を整備する。 

・発災時に地域住民等が円滑に運用でき

るように、操作方法の研修や訓練に活

用する貯水機能付給水管を水道部庁舎

敷地内に設置した。 

⇒「貯水機能付給水管整備計画」に基づ

き、小中学校への整備を進めていく必

要がある。 

継続 53,850 継続 継続 水道部総務企画

課、危機管理室 

6 総合雨水対策

の推進 

総合雨水対策を推進するため、「総合雨水対策

基本方針」及び「総合雨水対策アクションプラ

ン」に基づき、雨水貯留施設の整備など各種事

業を実施する。 

・局所的に浸水が発生している地域で対

策工事等を行った。 

⇒「総合雨水対策アクションプラン」に

基づき整備を継続する必要がある。 

継続 189,000 継続 継続 都市創造部下水

河川企画課、下

水河川事業課 

7 消防緊急情報

システムの整

備 

・消防緊急情報システムは、119 番通報を受信し

て処理するほか、消防・救急活動などの円滑

な消防業務を可能とするため、安定稼動を確

保しておく必要がある。 

・システムを構成する主要な装置の一部である

消防救急デジタル無線設備について、平成 25

年の整備後 13 年が経過し、老朽化しているた

め、更新して消防活動に不可欠な通信の安定

性を確保し、災害対応能力向上を目指す。 

・島本町との共通規格の設備導入や機能・運用

方法等について、検討を進めるとともに、令

和 8年度に実施設計を行い、令和 10 年度の更

新を目指す。 

・「高槻市島本町消防指令センター」に

ついて、消防指令事務協議会を開催す

るとともに、令和 5年度に公募型プロ

ポーザルで選定した事業者とシステム

構築に係る調整及び整備を行い、令和

7 年 10 月に島本町と共同運用を開始し

た。 

⇒消防指令センターの更新により、各種

通報への受信体制の強化、相互応援体

制の迅速化、大規模災害時の対応強化

を図った。 

継続 11,000 継続 継続 消防本部消防総

務課、指令調査

室 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績(見込み)・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

8 登下校時の児

童の安全確保 

学校、保護者、地域住民の連携により、通学路

の点検を行い、必要な安全対策を講じるととも

に、セーフティボランティアや「こども見守り

中」の旗による見守り活動を推進し、児童の安

全確保を図る。 

・通学路の一斉点検調査及び連絡窓口等

に寄せられた整備要望に対して、関係

機関等と連携し、改善・調整を行っ

た。 

・セーフティボランティア及び「こども

見守り中」の旗の掲示協力等、「地域

の子どもは地域で見守る」活動を推進

した。 

⇒学校、保護者、地域住民、関係機関と

の連携の下、継続的に取り組むことが

できている。 

継続 3,841 継続 継続 教育委員会事務

局学校安全課 

9 防犯カメラ設

置による犯罪

の抑止 

公園内の犯罪を抑止するとともに、事件・事故

等の発生時に的確に対応することを目的に、主

要な公園に防犯カメラを設置する。（新規設置

予定公園：駒音公園） 

・駒音公園に防犯カメラを設置した。 

⇒必要な公園に防犯カメラの設置を進め

る。 

継続 2,322 継続 継続 都市創造部公園

課 

市内の都市公園のうち規模が大きく、比較的広

範囲から利用者が集まる公園に防犯カメラを設

置する。 

・高槻城公園北エリアに防犯カメラの設

置を進める。 

⇒引き続き、設置を進める。 

継続 ― 

※「5-7 高槻城 

公園の整備」に 

含む 

継続 継続 街にぎわい部歴

史にぎわい推進

課 

市域における犯罪を抑止するため、通学路や駅

周辺を中心とする市街地に設置している街頭防

犯カメラ 810 台を適切に運用管理する。また、

防犯カメラを新たに設置する自治会等を支援す

るため、設置費の一部補助事業を実施する。 

・通学路や市街地に設置している街頭防

犯カメラ 810 台を適切に運用した。ま

た、防犯カメラを新たに設置する自治

会を支援するため、設置費に対する一

部補助事業の実施に加え、街頭防犯カ

メラの設置効果を更に高めるため、設

置に関する啓発板を配布した。 

⇒引き続き、街頭防犯カメラを適切に運

用管理するほか、自治会等の防犯カメ

ラ設置を支援することで、犯罪抑止の

取組を推進する。 

継続 52,998 継続 継続 危機管理室 
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３ 子育て・教育の環境が整ったまち 

番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

1 認定こども園

化等の推進 

「市立就学前児童施設の在り方に関する基本方

針」及び「第 3 次市立認定こども園配置計画

（令和 7 年度～11 年度）」に基づき、就学前児

童施設の整理・集約、認定こども園化等を推進

する。 

・本計画に基づき、令和 9年度に民営認

定こども園化を予定している磐手保育

所について、学識経験者や保護者等で

構成する「民営化認定こども園運営事

業者選定委員会」を開催し、移管先事

業者を決定した。 

・令和 8 年度に認定こども園化を予定し

ている阿武野幼稚園・芥川幼稚園につ

いて、給食棟の整備及び内部改修工事

を実施した。また、令和 9年度に認定

こども園化を予定している松原幼稚

園・北清水幼稚園について、実施設計

及び内部改修工事を実施した。 

⇒教育・保育環境の向上に向けて、引き

続き計画を着実に進める必要がある。 

継続 736,187 

 

 

継続 継続 子ども未来部保

育幼稚園総務

課、保育幼稚園

事業課、保育幼

稚園指導課 

2 保育所等の整

備促進 

市内で保育所等を設置・運営する又は運営を行

おうとする社会福祉法人等に対する施設整備費

の一部補助を行う。また、乳児等通園支援事業

や小規模保育事業の実施を予定している事業者

に対する施設改修費等の補助を行う。 

・民間認定こども園に対する大規模修繕

費の補助（4 か所） 

・民間認定こども園等に対する中規模修

繕費等の補助（3か所） 

・小規模保育事業に対する施設整備費の

補助（3か所） 

⇒引き続き良好な保育環境の維持・向上

のため補助を実施する必要がある。 

継続 229,589 継続 継続 子ども未来部保

育幼稚園指導課 

3 送迎保育ステ

ーション事業

の推進 

多様な保育ニーズへの対応と、3 歳児の受け皿の

確保、市内の保育資源の効果的活用を目的に、

送迎保育ステーション事業を実施する。 

・高槻認定こども園分室で預かった児童

を専用バスで在籍園へ送迎を行った。 

⇒保育需要への対応として引き続き事業

に取り組む必要がある。 

継続 16,849 継続 継続 子ども未来部保

育幼稚園総務

課、保育幼稚園

事業課 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

4 【新】2歳児

保育料無償化

の実施 

特定教育・保育施設等を利用する 2 歳児クラス

の保育料について、市独自の無償化を実施す

る。 

― ― 446,127 

※歳入見込額の減 

(150,028) 

 

継続 継続 子ども未来部保

育幼稚園事業課 

5 学童保育待機

児童解消 

待機児童解消のため、待機児童の発生状況に応

じ、民間事業者の活用による受入枠の拡大を図

る。 

・待機児童の解消及び高学年児童の受入

れを進めるため、民間学童保育室への

助成（運営事業費 42 件、環境整備事業

費 3件）を行った。 

⇒待機児童の解消に向け、引き続き民間

事業者の活用による受入枠拡大を図る

必要がある。 

継続 603,458 継続 継続 子ども未来部子

ども青少年課 

6 小学生の放課

後の居場所づ

くり 

子どもが施設等で安全・安心に過ごし、多様な

活動を行うことができる子どもの居場所づくり

を推進するため、市立小学校において、小学生

を対象とした「見守り付き校庭開放」を実施す

る。 

・市立小学校 20 校において「見守り付き

校庭開放」を実施し、運動場や体育館

などの子どもが安全・安心に過ごせる

活動場所を提供した。 

⇒居場所づくりを推進するため、実施校

を 40 校に拡大する必要がある。 

 

拡充 153,298 継続 継続 子ども未来部子

ども青少年課 

7 妊娠・出産・

子育て包括相

談支援の実施 

妊娠期から出産・子育て期を通した切れ目のな

い支援を行うことを目的として母子保健コーデ

ィネーターによる相談支援等を実施する。 

 

・妊娠届提出時に母子保健コーディネー

ターによる面接を実施した。 

・妊娠期から切れ目ない支援を行う観点

から、妊娠期から出産・子育て期まで

一貫して身近で相談に応じ、必要な支

援につなぐ伴走型相談支援（妊婦等包

括相談支援事業）と経済的支援である

妊婦のための支援給付を組み合わせて

実施した。 

⇒今後も各事業の検証を行うとともに、

国の動向を注視しながら、充実を図っ

ていく必要がある。 

継続 669,081 継続 継続 子ども未来部子

ども保健課 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

8 児童虐待防止

対策の推進 

こども家庭センターの機能として、全ての妊産

婦、子育て世帯、子どもへの一体的な支援を行

うため、母子保健と連携しながら専門的な相談

対応や訪問等による継続的なソーシャルワーク

業務を行うとともに、支援を要する子ども・妊

産婦等へのサポートプランの作成や家庭支援事

業等による支援を行う。また、高槻市児童虐待

等防止連絡会議の調整機関として、関係機関と

密接に連携しながら、児童虐待等の早期発見、

早期対応に取り組むとともに、未然防止のため

の周知啓発を行う。 

・専門的な相談対応や訪問等による支援

を実施した。また、未就園児童に対す

る見守り強化を図った。 

・関係機関とケース会議等により連携を

図るとともに、未然防止のための周知

啓発を実施した。  

・令和 7 年 4月に子ども家庭みまもりセ

ンターを設置し、支援の必要な家庭へ

のサポートプランの作成及び家庭支援

事業等による支援を行った。 

⇒児童、家庭を取り巻く問題が複雑化す

る中、研修等の実施により、職員の専

門性の更なる向上を図る必要がある。 

継続 112,325 継続 継続 子ども未来部子

育て支援課 

9 子ども医療費

の無償化 

 

子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、安心

して子育てができる環境の更なる充実を図るこ

とで、子どもの健全な育成を図り、もって児童

の福祉を増進することができるよう、令和 7年 

4 月診療分から子ども医療費助成の自己負担額を

無償化する。 

・令和 7 年 4月診療分から、子ども医療

の保険診療分と入院時食事療養費に係

る自己負担額を無償化した。 

⇒制度移行後も、問題なく適正に業務を

進めることができている。今後も引き

続き事業を継続する必要がある。 

通常 2,016,055 継続 継続 子ども未来部子

ども政策課 



17 

番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

10 児童生徒 1人

1 台端末を活

用した教育の

推進 

全ての子どもたちの確かな学力を育成するた

め、1人 1台端末を効果的に活用し、主体的・対

話的で深い学びの実現に向けた取組を進める。

また、ＧＩＧＡスクール構想第 2期による、1 人

1 台端末の計画的な更新を行い、個別最適な学び

と協働的な学びの一体的な充実に向けた学習環

境の整備に努める。 

・共同研究推進担当者会において、ＩＣ

Ｔ活用を含めた授業づくりについて研

究を行い、学校間の情報共有や 1人 1

台端末の効果的な活用場面について事

例紹介を行うなど、よりきめ細かなフ

ォローアップを行った。 

・情報教育担当者会では、情報活用に係

る調査を実施するなど、実態把握と活

用の推進に向けた取組について協議を

行った。 

・学識経験者や指導主事等による情報教

育研修を教員向けに実施したほか、チ

ャットの活用の推進等、各学校におけ

るＩＣＴ活用に向けた取組を推進し

た。 

・メールマガジン「ＧＩＧＡスクール運

営支援センター通信」の発信のほか、

事例共有や教材共有等を行った。 

⇒児童生徒 1人 1台端末を効果的に活用

し、全ての子どもたちに対する主体

的・対話的で深い学びの充実に向け、

引き続き取組を進めることが必要であ

る。 

継続 663,198 継続 継続 教育委員会事務

局教育政策課、

教育センター 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

11 いじめ防止等

の対策の推進 

児童生徒の健全な成長を促し、自己指導能力の

育成を目指すとともに、誰もが安全で安心でき

る学校づくりを実現するため、いじめ・不登校

等の生徒指導上の課題についての未然防止、早

期発見・早期対応等の対策や支援の充実を図

る。 

・生徒指導に関するヒアリングを年 2回

実施し、各学校における生徒指導上の

状況を把握し、課題解決に向けて適切

な対応がなされるよう指導・助言を行

った。 

・組織的かつ計画的な生徒指導体制を

構築し小中連携を推進するために、

小中学校の生徒指導担当者が情報共

有・連携できる機会を積極的に設け

た。 

・各学校が策定している「いじめ防止基

本方針」の取組が、適切に推進される

よう指導・助言を行った。 

⇒課題が多様化・複雑化する中で、スク

ールソーシャルワーカー等の専門家の

活用を一層促進することで、校内の生

徒指導体制の充実を図り、児童生徒理

解に基づいた組織的な対応を行う必要

がある。 

継続 41,138 継続 継続 教育委員会事務

局教育指導課 



19 

番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

12 実践的な安全

教育の実施 

児童生徒の安全に関する主体的な行動力を育成

するため、セーフティプロモーションスクール

認証校の取組成果を他校に普及することを通じ

て、市内全校における学校安全に係る取組の充

実を図る。 

・セーフティプロモーションスクール認

証校での研究・実践を市内小中学校へ

普及することを通じて、各学校でのセ

ーフティプロモーションスクールの理

念に基づく実践的な学校安全に係る取

組を推進した。 

・小中学校における交通安全、防犯、防

災に関する教材として、安全教育副読

本を作成し、学校現場で活用した。 

⇒認証校の取組成果を他校へ普及するこ

とで、学校安全に対する取組の更なる

充実を図る必要がある。また、安全教

育の質・量の両面からの充実を図る必

要がある。 

継続 5,916 継続 継続 教育委員会事務

局学校安全課 

13 義務教育学校

の推進 

義務教育 9年間の一貫性・連続性のある教育活

動を通じて、児童生徒の学力向上や豊かな人間

性の育成を目指すため、義務教育学校の設置に

ついて、学校教育審議会での審議を踏まえた検

討を進め、基本方針の策定及び実施計画の策定

に着手する。 

・学校教育審議会を 4 回開催し、本市の

義務教育学校設置の在り方について、

調査及び審議を行った。同審議会にお

いて、義務教育学校の設置に向けて

は、さらなる審議が必要とされ、令和

7 年度は中間報告の取りまとめまでを

行い、事務局において課題の整理を行

うこととされた。 

⇒事務局において課題を整理した後、

審議会での審議を再開する。 

継続 1,006 継続 継続 教育委員会事務

局教育政策課 

14 コミュニテ

ィ・スクール

の推進 

家庭・地域が学校教育に参画し、協働して子ど

も達の社会を生き抜く力を育成する仕組みとし

て、コミュニティ・スクール（学校運営協議会

制度）を実施し、地域全体で子どもの成長を支

える「地域とともにある学校づくり」を推進す

る。 

・全中学校区に学校運営協議会を設置

し、地域学校協働活動推進員を委嘱し

た。 

⇒学校運営協議会と地域学校協働活動を

一体的に取り組み、学校と地域が連携

することにより、教育力の一層の向上

に努める必要がある。 

継続 47,222 継続 継続 教育委員会事務

局教育指導課、

教育総務課 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

15 小中学校体育

館への空調設

備の設置 

熱中症対策として教育環境の改善を図るととも

に、災害時における避難所としての環境改善及

び学校開放事業における環境改善を図るため、

令和 5年度から令和 7 年度の 3か年で全小中学

校の体育館に空調設備を設置する。 

・全校への設置スケジュールに基づき、

令和 7年度は 27 校への設置を行い、全

小中学校 59 校への設置を完了した。 

 

完了 ― ― ― 教育委員会事務

局学校安全課 

16 民間を活用し

た新たな水泳

授業の検討 

民間事業者等による専門的な指導によって、児

童の泳力及び体力の更なる向上を図るととも

に、天候・気温に左右されない授業環境を確保

する。 

  

・小学校 2校において、試行的に実施し

た。 

⇒今後は、試行実施における効果を踏ま

え、対象校及び利用施設数を拡大して

引き続き、試行実施を進めていく。 

拡充 51,116 継続 継続 教育委員会事務

局教育総務課、

教育指導課 
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４ 健やかに暮らし、ともに支え合うまち 

番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

1 がん検診の受

診促進 

関係機関と連携し、がんの早期発見・治療につ

なぐことができる環境を整備し、がん検診の精

度管理を行い、実施方法の見直し等を行う。健

康情報管理システムを活用し、効果的な受診勧

奨を行う。 

・がん検診を医療機関（個別）及び保健

センター等（集団）において無料で実

施した。 

・健康情報管理システムを利用して、受

診勧奨後、未受診者に再度受診勧奨を

行う手法（コールリコール）を実施し

た。また、精密検査未受診者に対し

て、積極的な受診勧奨を実施した。 

⇒受診勧奨に係る取組については、一定

の効果が出ている。 

継続 877,123 継続 継続 健康福祉部健康

づくり推進課 

2 自殺予防の推

進 

「支え合おうこころといのち～誰も自殺に追い

込まれることのない社会の実現を目指す～」を

基本理念とした「第 2 次高槻市自殺対策計画」

に基づき、自殺予防等の精神保健に関する普及

啓発、ゲートキーパー（早期対応に中心的役割

を果たす人材）の養成、自殺未遂者等への相談

支援等を行う。また、自殺対策連絡協議会等を

通じた関係機関との連携強化を図る。 

・自殺対策連絡協議会にて多分野の関係

者により、自殺対策に関する情報共

有、協議を行った。 

・自殺未遂者等相談支援事業等により、

自殺未遂者やその家族に対し関係機関

と連携した支援を実施した。 

・市内大学生等を中心にゲートキーパー

の養成研修を実施した。 

・広報誌及び市ホームページ、市内各施

設へのポスター掲示、リーフレット配

布、市バス車内広告、二十歳のつどい

での啓発物品配布等、自殺予防啓発事

業を実施した。 

⇒関係機関と連携し、事業を実施するこ

とができた。引き続き相談支援の更な

る充実に向けて取り組む。 

継続 12,371 継続 継続 健康福祉部保健

予防課 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

3 健康医療先進

都市の推進 

すべての市民が健康でいきいきと暮らすことが

でき、質の高い医療・介護が受けられる「健康

医療先進都市たかつき」を推進するため、令和

6 年 2 月に締結した関係機関との連携協定に基

づき、相互に連携・協力し、健康、医療に関す

る施策の更なる充実と情報発信の強化等に取り

組む。 

 

 

・市の施策等について相互に連携・協力

して実施するとともに、各機関の取組

に係る積極的な情報発信等を行った。 

・各種広報媒体を活用し、本市の恵まれ

た医療体制や先進的な施策等の情報発

信を行った。また、健康、医療施策の

更なる充実のため、関係機関で構成す

る連携会議等を開催し、意見交換等を

行った。 

・成人ピロリ菌検査について新たに 20～

29 歳を対象に加え、切れ目のない全世

代型の胃がん対策の実現に取り組ん

だ。 

⇒引き続き、施策の充実に取り組む必要

がある。 

継続 11,211 

 

継続 継続 健康福祉部健康

医療政策課、健

康づくり推進課 

4 たかつき未来

パークの整備 

魅力ある地域共生社会モデルとして、全ての人

が安心して、楽しく過ごせるにぎわいや交流の

拠点となるたかつき未来パークを令和 11 年度の

運営開始に向けて整備する。 

・たかつき未来パークの整備に向け、事

業者の選定を行い、事業契約を締結し

た。また、ワークショップを行うなど

気運醸成に取り組んだ。 

⇒整備に向けて、引き続き計画的に取り

組む必要がある。 

継続 890,642 継続 継続 健康福祉部地域

共生社会推進室 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

5 介護予防の推

進 

前期高齢者（65 歳から 74 歳まで）の時期から関

心を持って健康づくりや介護予防に取り組める

機会を充実するとともに、「ますます元気体

操」及び「もてもて筋力アップ体操」を広く市

民に普及啓発する「介護予防マイスター」を養

成し、住民同士の支え合いによる介護予防の取

組を推進する。 

・敬老と介護予防の普及啓発を目的とし

たイベント・講演会「すこやかフェス

タ」を 9 月に開催した。また、「もて

もて筋力アップ体操」の魅力発信とし

て、介護予防マイスターとともに、

「もてきんフェスティバル」を 11 月に

開催した。 

・「すこやかエイジング講座」を始めと

する介護予防教室の実施やオンライン

介護予防教室等により、介護予防に取

り組む機会の充実に努めた。また、

「もてもて筋力アップ体操」の動画配

信の充実や市営バス車体・車内広告、

広報番組（「みんなでもてきん体

操」）の活用等、フレイル予防啓発を

強化した。 

・「ますます元気体操」及び「もてもて

筋力アップ体操」の効果と楽しさを市

民に広める「介護予防マイスター」を

4 名養成し、普及啓発活動を強化し

た。 

・大阪医科薬科大学と共催でサロンを立

ち上げるなど、体操拠点の充実を図っ

た。 

⇒生活の多様化に伴い高齢者の介護予防

と社会参加の在り方は変化しており、

様々な機会を捉えて、前期高齢者の時

期から介護予防活動に参加する契機を

作る必要がある。 

継続 71,550 継続 継続 健康福祉部長寿

介護課 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

6 認知症総合対

策事業の充実 

令和 5年 6月に「共生社会の実現を推進するた

めの認知症基本法」が成立し、「認知症の人が

尊厳を保持しつつ希望をもって暮らすことがで

きる」ことが目的として掲げられた。 

認知症は誰でもなりうるものであり、認知症に

なっても希望をもって日常生活を過ごせる社会

の実現を目指し、各施策を推進していく。 

・支援者を対象に意思決定支援の研修を

実施し、多職種連携を図った。 

・世界アルツハイマー月間に合わせ、オ

レンジ色のライトアップ、庁内掲示ス

ペースにおける啓発活動を実施した。 

・介護予防の取組において認知症予防に

関する健康教育を行った。 

・市民による見守り体制を整備するた

め、地域住民を対象に、行方不明高齢

者を見かけた場合の模擬訓練として

「安心声かけ運動」を行った。 

・認知症サポーター養成講座を実施し、

認知症に対する正しい理解促進を図る

とともに、認知症当事者も参加するイ

ベントを実施した。 

・認知症サポーター養成講座を受講した

方に対し、認知症パートナーを養成す

るための講座実施、当事者の集いの場

への参加やボランティア活動を通して

「チームオレンジ」の構築を図った。 

⇒当事者の参加拡大により、当事者の想

いを聴くことや、支援者や地域の人に

認知症の理解促進を図る機会が増え、

啓発活動が進んだ。引き続き、認知症

総合対策事業の充実に取り組む必要が

ある。 

継続 27,144 継続 継続 健康福祉部福祉

相談支援課、長

寿介護課 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

7 グラウンド・

ゴルフ場の整

備 

高齢者の健康づくりや社会参加促進、多世代交

流の推進のため、グラウンド・ゴルフ場の整備

に取り組む。 

・グラウンド・ゴルフ場の整備に必要な

敷地部分にある浄水処理施設を令和 8

年度にかけて解体する。 

・グラウンド・ゴルフ場の整備工事（令

和 8・9年度実施予定）に向け、実施設

計を行った。 

⇒整備に向けて、引き続き計画的に取り

組む必要がある。 

継続 

 

269,630 継続 ― 健康福祉部長寿

介護課 
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５ 魅力にあふれ、にぎわいと活力のあるまち 

番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

1 都市型ツーリ

ズムの推進 

高槻市観光協会、高槻商工会議所、市が連携

し、更なる観光振興のため、「オープンたかつ

き」の発展的転換を推進し、交流人口と関係人

口の増加及び地域経済の活性化を図る。 

・「オープンたかつき」において、安満

遺跡公園等を活用した中規模イベント

を開催した。 

・たかつき観光アプリのマップ機能に、

スポットのカテゴリーを増やし利便性

を向上させた。 

⇒引き続き、観光施策を推進する必要が

ある。 

継続 27,000 

 

継続 継続 街にぎわい部観

光シティセール

ス課 

2 史跡芥川城跡

の保存・活用 

史跡芥川城跡について、より良い保存と活用に

向け、整備基本計画を策定し、整備の設計等を

行うとともに、遺構の確認調査を実施する。あ

わせて史跡地の公有化を進める。 

・芥川城跡の普及啓発のため、講演会の

開催、御城印・武将印等の頒布、アプ

リ「ＡＲ芥川城」の活用、全国山城サ

ミット大会でのＰＲを行った。 

・史跡地について、用地測量を行うなど

公有化の取組を進めた。 

・史跡芥川城跡保存活用計画の策定を行

った。 

⇒より良い保存と活用に向けて着実に取

組を進める必要がある。 

継続 618,890 

 

継続 継続 街にぎわい部文

化財課 

3 観光プロモー

ション等の実

施 

観光プロモーション「ＢＯＴＴＯたかつき」を

事業化し、対象者に合わせた企画と情報発信を

実施することで、プロモーションの更なる強化

を図り、市外来訪者の増加につなげる。 

・市内書店と連携したキャンペーンとト

ークイベントを開催した。 

・著名な歴史学者及び歴史好きタレント

を起用し、今城塚古墳に関するトーク

イベントを東京で開催した。 

・インターネットの生配信を活用するな

ど、「将棋のまち高槻」の魅力を市内

外に発信した。 

・ＳＮＳ等を活用した市民参加型のグル

メ企画を実施した。 

⇒引き続き、効果的な情報発信を行って

いく必要がある。 

継続 37,217 継続 継続 街にぎわい部観

光シティセール

ス課 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

4 定住促進プロ

モーションの

実施 

生産年齢世代の定住促進を目的としたプロモー

ションを展開し、良好な都市イメージの定着を

図る。 

・特設ホームページのリニューアルを実

施するとともに、定住促進アンバサダ

ーのインタビュー記事等の新規コンテ

ンツを追加した。 

・東京圏・関西圏においてインターネッ

ト広告を配信した。 

・東京圏の屋外広告媒体に本市ＰＲ動画

を掲出した。 

⇒特に人口移動が多い、20 代から 30 代

を対象とした取組を継続する必要があ

る。 

継続 15,583 

 

継続 継続 街にぎわい部観

光シティセール

ス課 

5 ホテル等の立

地促進 

まちのにぎわいの創出及び都市機能の充実を図

り、もって本市の経済の活性化及び市民福祉の

向上に資するため、「ホテル及び旅館の誘致等

に関する条例」に基づく奨励制度を活用し、ホ

テル及び旅館の立地を促進する。 

 

 

・「芥川町ホテル事業貸付地」に誘致し

たコンベンション機能付きホテル等に

対し、奨励制度に基づく支援等を行っ

た。 

⇒引き続き、奨励制度を活用し、ホテル

及び旅館の立地を促進する必要があ

る。 

継続 4,939 継続 継続 街にぎわい部産

業振興課 

6 将棋のまち周

辺整備 

関西将棋会館の移転オープンを契機として、将

棋のまちとしてのまちづくりをさらに推進する

ため、ＪＲ高槻駅北側の関西将棋会館を中心と

したエリアにおける今後の整備方針を定める

「（仮称）高槻市将棋のまちづくり推進プラ

ン」を策定し、「将棋のまち高槻」を感じられ

る整備等を進めることで、駅周辺のにぎわい創

出による交流人口の増加に努める。 

・ＪＲ高槻駅構内外の装飾、市バスや大

阪モノレールのラッピング等を通じ、

「将棋のまち高槻」のＰＲを図るとと

もに、関西将棋会館移転１周年を記念

して、棋士らによるＪＲ高槻駅の構内

アナウンスを実施した。また、「（仮

称）高槻市将棋のまちづくり推進プラ

ン」の策定に向けて取り組んだ。 

⇒引き続き、将棋のまちを感じられる整

備を進め、にぎわい創出に努めていく

必要がある。 

継続 100,470 継続 継続 街にぎわい部将

棋のまち推進課 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

7 高槻城公園の

整備 

城下町再生の一環として周辺一帯の歴史的景観

に配慮しながら公園の整備を進める。 

・高槻城公園北エリアの整備に着手する

とともに、民間店舗の設置に向けた取

組を進める。 

⇒高槻城公園北エリアの整備に着手する

とともに、民間店舗の設置に向けた取

組を進めた。引き続き、令和 8年度末

の北エリア一次開園に向けて整備を進

める必要がある。 

継続 1,621,302 

 

継続 継続 街にぎわい部歴

史にぎわい推進

課 

8 摂津峡公園の

再整備 

隣接する史跡芥川城跡や摂津峡青少年キャンプ

場と連携し、摂津峡公園の豊かな自然環境をい

かすとともに、摂津峡エリア全体の魅力向上に

資する再整備を進める。 

・摂津峡エリア全体の魅力向上に向け、

キャンプ場のリニューアルの方向性に

ついての検討に着手した。 

⇒摂津峡公園の再整備に向けたリニュー

アル方針を整理した。このリニューア

ル方針に基づき取組を進める必要があ

る。 

継続 177,931 

 

継続 継続 街にぎわい部歴

史にぎわい推進

課、都市創造部

公園課 

9 農林業の 6次

産業化の推進 

地域資源を活用し、新たな付加価値を生み出す

ため、関係機関等と連携を図り、農林業者と事

業者のマッチングの機会創出や販路開拓等の支

援を行うことで 6次産業化に取り組む農林業者

の機運醸成を図る。 

・関係機関と連携を図り、6 次産業化に

取り組む農業者の支援および情報共有

を行った。 

⇒引き続き、6次産業化に関する取組を

推進する必要がある。 

継続 0 継続 継続 街にぎわい部農

林緑政課 

10 森林の災害復

旧 

平成 30 年台風第 21 号による森林内の風倒木被

害の早期復旧を図るため、大阪府森林組合が実

施する森林の復旧事業を支援する。 

・大阪府森林組合が被害森林において実

施する被害木の伐採・搬出、作業路の

開設、伐採跡地への造林に対し、大阪

府等の関係機関と連携して支援を行っ

た。 

⇒引き続き、関係機関と連携した支援を

行い、森林の復旧を図る必要がある。 

継続 25,631 継続 継続 街にぎわい部農

林緑政課 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

11 物価高騰等の

影響を受ける

事業者への支

援等 

物価高騰等の影響を受けた事業者を支援すると

ともに、市民の家計への支援を行うため、プレ

ミアム付商品券を発行し、地域経済の底上げを

図る。 

・第 7弾プレミアム付商品券を発行し、

市内飲食店や小売店等並びに市民の家

計への支援を行った。 

⇒第 8弾プレミアム付商品券を発行する

とともに、引き続き、物価高騰等の影

響を踏まえ、事業者への適切な支援策

を講じる必要がある。 

拡充 ― 

※前年度からの

繰越で実施 

（4,092,985） 

 

未定 未定 街にぎわい部産

業振興課 

12 企業誘致・定

着の促進、創

業支援等 

市内産業の活性化を図るため、企業誘致及び既

存企業の定着を促進するとともに、積極的な創

業支援等の取組を展開する。また、ビジネスコ

ーディネーターを市内の中小企業に派遣し、設

備投資に関する支援やビジネスマッチング等を

行うことで、市内産業の活性化を図る。 

・企業立地促進制度を活用している企業

に、奨励金の交付を行うとともに、市

内外の企業へ同制度を周知した。 

・創業に関する相談を受ける「ワンスト

ップ窓口」において、相談内容に応じ

た支援メニューを紹介する等の支援を

行った。 

・創業を検討している方や創業後間もな

い方等を対象にたかつき創業塾を開催

し、創業に関する基礎知識の習得講座

やビジネスプラン作成支援を行った。 

・飲食店・小売店の新規出店に係る店舗

改装費を補助する制度を拡充し、さら

なる創業促進を図った。 

・市内企業へビジネスコーディネーター

を派遣し、各企業が抱える課題の解決

やビジネスマッチングを行い市内産業

の活性化を図った。 

⇒上記取組を継続し、市内産業の活性化

に取り組む必要がある。 

継続 198,721 継続 継続 街にぎわい部産

業振興課 
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６ 良好な環境が形成されるまち 

番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

1 温暖化対策の

推進 

近年の急激な気候変動の要因となっている温室

効果ガスの排出を抑制するため、再生可能エネ

ルギーの普及促進や、省資源・省エネルギーの

取組を推進する。 

・市民・事業者が設置する再エネ・省エ

ネ機器への補助を行った。 

・公共施設 4施設において省エネ改修を

行うとともに、次年度の省エネ改修の

事業者選定、次年度以降における改修

候補施設の選定等を行った。 

・公共施設 8施設においてＬＥＤ化を行

うとともに、次年度以降における対象

施設の選定を行った。 

⇒温室効果ガスの排出抑制のためには、

引き続き本事業を通じた再エネ・省エ

ネ機器の普及促進、公共施設の効果的

な省エネ改修に取り組む必要がある。 

継続 1,504,249 

 

継続 継続 市民生活環境部

環境政策課ほか 

2 地域環境の保

全 

大気測定局による常時監視や河川水質等の定期

測定により地域環境の状況把握を行うととも

に、事業者へ適切な指導を行うことで事業活動

に伴う環境負荷の低減を図る。 

・大気、水質、騒音等の定期的な測定を

適切に実施し、環境基準等への適合状

況を確認した。 

・立入調査や行政測定を通じて事業者へ

法令遵守等の指導を行った。 

⇒製造業を始めとする活発な事業活動と

快適な市民生活の両立のためには、継

続的に本事業に取り組む必要がある。 

継続 60,151 継続 継続 市民生活環境部

環境政策課 

3 ごみ処理施設

長寿命化の推

進 

ごみの適正かつ安定的な処理を図るため、老朽

化した第二工場の長寿命化改修を実施する。 

・基幹的施設整備工事を実施した。 

（令和 12 年度までの継続事業） 

・老朽化した設備の更新・修繕を行っ

た。 

⇒安定したごみ処理を行うため、第二工

場を稼働させながら、引き続き長寿命

化改修を進める必要がある。 

継続 793,327 継続 継続 市民生活環境部

エネルギーセン

ター 
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７ 地域に元気があって市民生活が充実したまち 

番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

1 コミュニティ

活動の推進 

地域住民の連帯意識の向上と安全安心な魅力あ

るまちづくりの促進を図るため、高槻市コミュ

ニティ市民会議や地区コミュニティが進める取

組や防災活動等を支援する。 

また、21 コミュニティセンターの管理運営や維

持管理、及び事業実施を支援し、地域の一層の

活性化を推進する。 

・各コミュニティ組織に対し、活動に必

要な経費の補助を行い、活動の促進を

図った。また、令和 8 年度から新たに

コミュニティセンターを開設する芥川

及び北清水地区に対して、開設準備の

支援を行った。 

⇒コミュニティ組織の維持や持続可能な

地域自治の仕組みを形成するための支

援策の検討が必要である。 

継続 255,469 継続 継続 市民生活環境部

コミュニティ推

進室 

2 市民協働や市

民公益活動の

推進 

市民公益活動サポートセンター管理運営委員会

の組織強化及び運営の自立化に向けた取組を支

援するとともに、ＮＰＯと行政との協働事業を

推進する。 

また、ＮＰＯの設立認証等の事務を行う。 

・同委員会に対し、活動に必要な経費の

補助を行い、活動の促進を図った。 

・市民公益活動サポートセンターとの共

催により「高槻まちづくり塾」「たか

つきＮＰＯ協働フェスタ」を実施する

ことで、市民協働に対する理解を深

め、市民公益活動の促進を図った。 

⇒更なる市民公益活動の促進を図るた

め、より効果的な事業実施を検討する

必要がある。 

継続 8,464 継続 継続 市民生活環境部

コミュニティ推

進室 

3 将棋振興の取

組 

（公社）日本将棋連盟との包括連携協定に基づ

き、アマチュア将棋大会の実施や小学校１年生

への高槻産木材を使った将棋駒の配布を行う。

また、「高槻将棋まつり」の開催などを通じ

て、将棋の普及啓発を図る。 

また、タイトル戦等の誘致を通じて、将棋文化

の振興を図るとともに市の知名度向上や地域活

性化につなげる。 

 

・市内在住の小学校 1 年生への高槻産木

材製将棋駒の配布や「高槻将棋まつ

り」の開催等を通じ、将棋の普及啓発

を図った。また、朝日杯将棋オープン

戦やその関連イベントを誘致・開催す

ることで、市の知名度向上や地域の活

性化を図った。 

⇒引き続き、将棋文化の振興と裾野拡大

の取組を推進する必要がある。 

継続 96,586 継続 継続 街にぎわい部将

棋のまち推進課 
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８ 効果的・効率的な行財政運営が行われているまち 

番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

1 「みらい創

生」に向けた

取組 

「みらいのための改革方針」に基づき、「みら

い創生」に向けた取組を継続・発展させ、「強

い財政をつくる」「強い組織をつくる」「輝く

未来をつくる」を実現することにより、「大阪

の高槻」から「日本の高槻」へと更なる飛躍を

遂げる。 

・改革方針に基づく取組を推進した。 

・みらい創生審議会における調査審議を

行った。 

⇒これまでの成果を踏まえ、改革方針に

基づく取組を引き続き推進する必要が

ある。 

継続 182 

 

継続 継続 総合戦略部みら

い創生室 

2 働き方改革に

よる業務効率

化の推進 

今後の厳しい財政運営が想定される中で、市民

サービスの質を維持し、組織活力の向上を図る

ため、行政事務の効率化及び生産性向上に向け

た取組を推進する。 

・「ＳＭＡＲＴワークプラン」に基づ

き、働き方改革を推進するため、ＡＩ

音声認識・議事録作成システムやｗｅ

ｂ会議を積極的に活用した。 

・会計年度任用職員の報酬等支給事務の

システム移行により全庁的に業務効率

化を図ったほか、継続的に勤務時間や

休暇制度等の人事諸制度を見直してき

ており、全体的には時間外勤務時間数

を大きく増加させることなく、対応す

ることができた。 

⇒引き続き、各所属の状況把握に努め、

より良い職場環境の構築を図っていく

とともに業務改善に向けた取組を一層

推進する必要がある。 

継続 792 継続 継続 総合戦略部みら

い創生室、総務

部人事企画室 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

3 ＩＣＴの利活

用による業務

効率化 

業務の効率化や市民サービスの向上を図るた

め、全庁で利用できる生成ＡＩの環境整備を行

うとともに、その他のＩＣＴの利活用について

引き続き検討する。 

また、行政手続のオンライン化を推進するとと

もに、本市のＤＸ推進の中核を担う職員の育成

に取り組む。 

・生成ＡＩについて、課長級以上の職員

を対象とした研修を実施する等、浸透

を図った。 

⇒環境整備と併せて更なる浸透に向けた

取組を行う。 

・就学援助手続のオンライン化など、効

果は高いが難易度も高い手続のオンラ

イン化について支援を行った。 

⇒引き続き、行政手続のオンライン化を

支援、推進する必要がある。 

・ＤＸ推進コアリーダーを任命し、部局 

を横断した課題解決に向けた取組を通

じた育成を行った。 

⇒引き続き取組を継続する。 

継続 28,389 継続 継続 総合戦略部ＤＸ

戦略室 

4 情報システム

の最適化・再

構築の推進 

国の「自治体ＤＸ推進計画」に基づき、基幹系

システムを標準仕様準拠システムに移行する。 

・情報システムの標準化 

基幹 20 システムについて、関係部局が

スケジュールや課題を共有しながら、

住基や市民税システム等、約半数を標

準準拠システムへ移行した。 

⇒残りのシステムについて、令和 8 年度

以降の移行に向けた作業を計画的に進

める必要がある。 

継続 386,689 完了 － 総合戦略部ＤＸ

戦略室ほか対象

システム所管部

局 
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番号 主要事業名 概要（3か年の内容を含む） 令和 7年度実績（見込み）・評価 方向 

3 か年の計画 

所管 令和 8年度 

当初予算（千円） 
9 年度 10 年度 

5 キャッシュレ

ス決済の導入 

行政手続のオンライン化の更なる推進のため、

本市の電子申請システムに導入したキャッシュ

レス決済について更なる活用を図る。 

・令和 5 年 12 月に導入したキャッシュレ

ス決済について、住民票、独身証明

書、身分証明書及び市・府民税（所

得・課税）証明書の郵送請求に活用し

ている。 

⇒今後も行政手続オンライン化の更なる

推進に活用していく。 

継続 600 継続 継続 総合戦略部ＤＸ

戦略室 

地方税共同機構が運営するｅＬＴＡＸを活用

し、ｅＬ－ＱＲを利用した公金収納のデジタル

化に対応する。 

― ― 41,537 継続 継続 会計課、健康福

祉部国民健康保

険課 

6 【新】窓口Ｄ

Ｘの推進 

多くの市民が訪れる住民異動窓口を中心に、市

民の利便性の向上や職員の事務効率化を図るた

め、いわゆる「書かない窓口」の導入を始めと

する窓口ＤＸを推進する。 

― ― 127,146 継続 継続 市民生活環境部

市民課、総合戦

略部ＤＸ戦略室

ほか 

7 公共施設アセ

ットマネジメ

ントの推進 

施設の長寿命化や再配置について、公共施設等

総合管理計画に基づく個別施設計画の進捗管理

と継続的な見直しを行う。 

・公共建築物等の個別施設計画の更新や

進捗管理を行った。 

⇒今後、計画の進捗管理と継続的な見直

しが必要である。 

継続 2,472 継続 継続 総合戦略部アセ

ットマネジメン

ト推進室ほか 

8 公有財産の貸

付け・売却等

の推進 

財産の利活用の検討を行うとともに、普通財産

の貸付け・売却を推進する。 

・公用廃止となった特定公共物等の普通

財産の売却を行った。 

⇒引き続き、普通財産の売却等を推進す

る必要がある。 

継続 15,347 継続 継続 総合戦略部アセ

ットマネジメン

ト推進室 

 


